
 

 

令和８年６月２５日 

県土整備部技術管理課 

県 土 整 備 部 港 湾 課 

県 土 整 備 部 営 繕 課 

中東情勢の変化によるナフサ由来の建設資材への対応について 

国土交通省では、中東情勢の変化を受け、ナフサを由来とする  

建設資材について、これまでのスライド条項の対応に加え、新たに 

設計変更で対応する旨、6月 16 日に通知されました。 

本県においても、国と同様に対応することとし、まずは、    

県土整備部において運用を開始します。 

 

１．調達検討資材 

ナフサ由来材料（シンナー、塗料、塩ビ管、防水材、断熱材など） 

２．対応 

令和 8年 7月 1日以降に設計図書を作成する工事。 

なお、6 月 30 日以前に作成した工事（既契約工事含む）について

も受発注者の協議により対応可能。 

①調達検討資材の代替資材を調達した場合 

②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 

③調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む） 

３．本運用とスライド条項との関係 

代替資材の調達や流通経路の見直し等により、必要となる経費を

スライド条項の対象外とし、新たに設計変更により計上する。 

（ナフサ由来の建設資材以外は、引き続き、単品スライド条項を運用） 

制度の詳細はこちら 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kendosei/kendo/tyuutou.html 
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中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

○ 国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通
の目詰まりの解消に努めているところ。

○ 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、代替
資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変更する運用を、
直轄工事において導入。

当初契約

原材料の輸送

工事実施地区での
通常の流通価格

製造

運搬

施工

工事実施地区での通常の流通価格により資材を調達
設計変更
（ケース①）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

代替資材を調達

→ 代替資材で設計変更

設計変更
（ケース②）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を流通経路を見直して調達

→ 調達地区の価格（運搬費も考慮）で設計変更

設計変更
（ケース③）

原材料の輸送 製造

運搬

施工

設計図書どおりの資材を調達
（ただし、流通状況を踏まえた調達経費が反映された価格）

→ 実際の調達価格で設計変更

代替資材を調達

流通経路を見直して調達 流通状況を踏まえた
調達経費を含む価格で調達
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スライド条項等への対応 千 葉 県

適用フロー

問い合わせ先
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特定の工事材料が著しく変動

ＮＯ

ＹＥＳ

比較的緩やか

ＹＥＳ

インフレスライド単品スライド 全体スライド

変動している対象
契約締結日から
１２か月経過

工事材料、労務費の変動

変動の状況

工期末まで２か月以上ある 対象外

短期で急激

賃金水準・物価水準全体が変動

スライド条項は千葉県建設工事請負契約書第２６条に規定された制度です。
下記に該当する場合は、スライド条項が活用できる可能性があります。

特定の工事材料の価格に

著しい変動
が生じた場合

急激なインフレ又はデフレが生じ、

短期的かつ急激に
賃金水準又は物価水準が

変動した場合

契約締結日から

１年経過した後に
賃金水準又は物価水準が

変動した場合

単品スライド インフレスライド 全体スライド

第5項 第6項 第1～4項

   

制度の詳細や説明動画はこちらから↓

https://www.pref.chiba
.lg.jp/gikan/nyuu-
kei/kensetsukouji/kitei
-tsuuchi/tanpin.html

https://www.pref.chiba.
lg.jp/gikan/nyuu-
kei/kensetsukouji/kitei
-tsuuchi/zentai.html

https://www.pref.chiba.lg.jp
/gikan/nyuu-
kei/kensetsukouji/kitei-
tsuuchi/infure.html

制度の詳細や説明動画はこちらから↓ 制度の詳細や説明動画はこちらから↓

設計変更（ナフサ由来）
※1

※１ ナフサ由来の建設資材以外に対するスライド条項と併用可能

 

https://www.pref.chib
a.lg.jp/kendosei/kendo
/tyuutou.html

ナフサを由来とする建設資材

制度の詳細はこちらから↓
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請負代金額

対象外部分 対象部分

主要材料の変動額 Ａ
（材料費のみを対象）

スライド額 ＝Ａ － Ｂ ×１％

※Ａ＞Ｂ×1.0%の場合のみ
適用可能

残工期２か月以上
契約日 運用開始日 請求日 工期末

変動前対象工事額 Ｂ

受注者負担額 Ｂ×１％

対象外部分（出来高） 対象部分（残工事）

１４日以内 残工期２か月以上

契約日 請求日 基準日 工期末

対象部分 ・基準日（※３）以降に施工する部分 ・基準日以降に購入する工事材料

請負代金額

残工事に対する
請負額の変動額 Ａ

変動前残工事額 Ｂ

※Ａ＞Ｂ×1.0%の場合のみ適用可能

受注者負担額 Ｂ×１％

スライド額 ＝Ａ － Ｂ ×１％

※３ 基準日：受注者がスライド協議を請求した日を基本とした、出来高を確認する日

対象部分 ・基準日（※３）以降に施工する部分 ・基準日以降に購入する工事材料

対象外部分（出来高） 対象部分（残工事）

１４日以内 残工期２か月以上

契約日 請求日 基準日 工期末

請負代金額

残工事に対する
請負額の変動額 Ａ

変動前残工事額 Ｂ

※Ａ＞Ｂ×1.5%の場合のみ適用可能

受注者負担額 Ｂ×１．５％

スライド額 ＝Ａ－Ｂ×１．５％

１２か月以上

単品スライド

インフレスライド

全体スライド

・ 工事材料は、鋼材、燃料油、その他材料ごとに対象
工事費の１％を超えるかどうかを判定

・ 対象となる工事材料の購入時期や購入価格を証明
する書類（納品書、請求書など）の提出が必要

・ 複数回の全体スライドも可能
・ インフレスライドや単品スライドとも併用可能
（全体スライド・インフレスライド適用から
12ヶ月経過が必要）

・ 賃金水準の変更が生じていなくても請求可能
・ 複数回のインフレスライドも可能
・ 全体スライドや単品スライドとも併用可能

対象外部分（出来高） 対象部分（残工事）

１４日以内 残工期２か月以上

契約日 請求日 基準日 工期末

請負代金額

残工事に対する
請負額の変動額 Ａ

変動前残工事額 Ｂ

※Ａ＞Ｂ×1.0%の場合のみ適用可能

受注者負担額 Ｂ×１％

スライド額 ＝Ａ － Ｂ ×１％

対象外部分（出来高） 対象部分（残工事）

１４日以内 残工期２か月以上

契約日 請求日 基準日 工期末

請負代金額

残工事に対する
請負額の変動額 Ａ

変動前残工事額 Ｂ

※Ａ＞Ｂ×1.5%の場合のみ適用可能

受注者負担額 Ｂ×１．５％

スライド額 ＝Ａ－Ｂ×１．５％

１２か月以上

対象部分 変動額が対象工事費の１％を超える工事材料

単品スライド
（第５項）

インフレスライド
（第６項）

全体スライド
（第１項～第４項）

設計変更
（ナフサ由来）

対 象
主要な工事材料

（鋼材、燃料油、アスファル
ト類、コンクリート類 等）

資材価格、労務単価、
機械損料、諸経費等

資材価格、労務単価、
機械損料、諸経費等

ナフサ由来の建設資材
（シンナー、塗料、塩ビ管、
防水材、断熱材 等）
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